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2021（令和 3）年 7月 14日 

 

登録会員 各位 

関 係 者 各位 

一般社団法人日本パラ陸上競技連盟 事務局 

 

【お知らせ】 

 

2021 年 7 月 6 日付で、当連盟 HP に掲載しました、「東京 2020 パラリン

ピ ッ ク 競 技 大 会  日 本 パ ラ 陸 上 競 技 連 盟 推 薦 内 定 選 手 の 件 」

（https://jaafd.org/wp-content/uploads/2021/07/0706HP.pdf） について異議

申し立て期間中の異議申し立ては無く、あわせて異議申し立て期間を終了した

ことをお知らせいたします。 

 

（以下文中よりの引用） 

◆異議申立期間について 

本連盟登録選手による異議申立は本件文書の公表後５日以内とする。異議申

立がなされた場合には理事会において当該内容を検討し、本連盟としての最終

回答を行う。最終回答に対して異議のある場合は日本スポーツ仲裁機構への仲

裁申立てが可能である。 

本連盟への異議申立は、下記の日本パラ陸上競技連盟事務局宛ての電子メー

ルにて行うものとする。 

日本パラ陸上競技連盟メールアドレス：japan-jimukyoku1@jaafd.org 

（上記、原文コピー） 
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